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衆
議
院
議
員
大
野
由
利
子
君
提
出
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
年
齢
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
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五
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平
成
五
年
一
月
十
九
日 

衆

議

院

議

長 
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内 

義 

雄 
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内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 
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三 

 
衆
議
院
議
員
大
野
由
利
子
君
提
出
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
年
齢
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁 

書 

一
に
つ
い
て 

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
と
な
る
児
童
の
年
齢
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
に
従
前
の｢

義
務

教
育
終
了
前｣

か
ら｢

十
八
歳
未
満｣

に
改
正
し
た
の
は
、
国
民
年
金
法(

昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

に
規
定
さ
れ
て
い
た
母
子
福
祉
年
金
の
支
給
要
件
と
な
る
子
の
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の 

で
、
母
子
福
祉
年
金
の
補
完
的
制
度
で
あ
っ
た
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

児
童
扶
養
手
当
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号)

の
遺
族
補
償
年
金
、
公
的
年

金
給
付
等
の
支
給
要
件
と
な
る
児
童
や
子
の
範
囲
に
つ
い
て
、｢

満
十
八
歳
未
満｣

を
「
満
十
八
歳
に
達
す
る
日 



三
に
つ
い
て 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号)

の
扶
養
手
当
は
国
家
公
務
員

法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号)

に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
の
給
与
の
一
部
で
あ
り
、
生
別
母

子
家
庭
、
遺
族
に
対
す
る
所
得
保
障
等
で
あ
る
児
童
扶
養
手
当
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
遺
族
補
償
年 

金
、
公
的
年
金
給
付
等
と
は
性
格
が
異
な
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
お
け
る
給
付
の
支
給
要
件
と
な 

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
の
対
象
と
な
る
べ
き
児

童
や
子
の
範
囲
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
等
が
あ
り
、
更
に
慎
重
な
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。 

る
児
童
や
子
の
範
囲
を
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
扶
養
手
当
の
場
合
と
同
様
と
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。 

四 

 




